
 

 

奈 良 地 方 労 働 審 議 会 

最 低 工 賃 専 門 部 会 
 
 

 

 

 

日 時 令和６年２月１６日（金曜日） 

午前１０時００分～ 

場 所 奈良労働局 別館会議室 

                     奈良市法蓮町 163－1 愛正寺ビル２階 

 

 

 

 

会 議 次 第 

 

 

 １ 開 会 

 

 

 ２ 議 題 

 

（１） 部会長及び同代理の選出について及び靴下製造業最低工賃の諮問 

 

（２） 部会の運営について 

 

（３） 意見聴取結果について 

 

（４） 最低工賃について（改正審議） 

 

（５） その他 

 

 

 

 



 

 

第１回奈良地方労働審議会最低工賃専門部会 会議資料 

 

 

資料№           資  料  名             ページ 

 

№１  奈良県靴下製造業最低工賃の改正決定について（諮問文）・・・・・・１ 

№２  奈良県靴下製造業最低工賃の改正決定に係る関係家内労働者及び関係委託

者の意見聴取に関する公示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

№３  奈良地方労働審議会最低工賃専門部会運営規程（案）・・・・・・・・３ 

№４  奈良地方労働審議会最低工賃部会傍聴規程（案）・・・・・・・・・・４ 

№５  関係者からの意見聴取結果について（奈良県靴下製造業最低工賃） 

追加資料１ 

    消費者物価指数関連グラフ 

追加資料２ 

    最低賃金上昇率及び消費者物価指数の各上昇率を最低工賃に乗じた金額 

    について              
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① 消費者物価指数 （持ち家の帰属家賃を除く総合）令和２年＝１００
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最低賃金の上昇率を最低工賃に乗じた場合 

平成１０年１２月２４日時点の奈良県最低賃金：６３２円 

令和６年２月時点の奈良県最低賃金：９３６円 

９３６円÷６３２円≒１．４８ ⇒ 現行最低工賃に１．４８を乗じて算出 

 

 １デカ（１０足）につき 

 リンキングミシンによるかがり 

 針目数 140～159 本：１３０円 ⇒ ×１．４８＝１９２．４円 

 針目数 160～179 本：１６４円 ⇒ ×１．４８＝２４２．７２円 

 針目数 180～219 本：１８５円 ⇒ ×１．４８＝２７３．８円 

 針目数 220 本以上 ：２２９円 ⇒ ×１．４８＝３３８．９２円 

 ロッソミシンによるかがり 

  委託者持ち        ： ３０円 ⇒ ×１．４８＝４４．４円 

  家内労働者持ち    ： ３６円 ⇒ ×１．４８＝５３．２８円 

 抜き 

  手作業によるもの   ： ３１円 ⇒ ×１．４８＝４５．８８円 

  機械によるもの     ： １８円 ⇒ ×１．４８＝２６．６４円 

 

消費者物価指数の上昇率を最低工賃に乗じた場合 

令和２年の消費者物価指数を１００、平成１０年の消費者物価指数を９７．６とした

場合の令和５年１２月時点の消費者物価指数：１０８．０ 

１０８．０÷９７．６≒１１０．６５６％ ⇒ 約１０．７％上昇 

 

 １デカ（１０足）につき 

 リンキングミシンによるかがり 

 針目数 140～159 本：１３０円 ⇒ ×１．１０７＝１４３．９１円 

 針目数 160～179 本：１６４円 ⇒ ×１．１０７＝１８１．５５円 

 針目数 180～219 本：１８５円 ⇒ ×１．１０７＝２０４．８０円 

 針目数 220 本以上 ：２２９円 ⇒ ×１．１０７＝２５３．５０円 

 ロッソミシンによるかがり 

  委託者持ち        ： ３０円 ⇒ ×１．１０７＝３３．２１円 

  家内労働者持ち    ： ３６円 ⇒ ×１．１０７＝３９．８５円 

 抜き 

  手作業によるもの   ： ３１円 ⇒ ×１．１０７＝３４．３２円 

  機械によるもの     ： １８円 ⇒ ×１．１０７＝１９．９３円 

 



規格別工賃（報告された中での最安価格） 

 

 

１デカ（１０足）につき 

 リンキングミシンによるかがり 

 針目数 140～159 本：１８０円（最低工賃１３０円） 

 針目数 160～179 本：１８０円（最低工賃１６４円） 

 針目数 180～219 本：２００円（最低工賃１８５円） 

 針目数 220 本以上 ：２３０円（最低工賃２２９円） 

  

ロッソミシンによるかがり 

  委託者持ち        ： ３５円（最低工賃３０円） 

  家内労働者持ち    ： ５０円（最低工賃３６円） 

 

 抜き 

  手作業によるもの   ： ４０円（最低工賃３１円） 

  機械によるもの     ： １８円（最低工賃１８円） 

 

 

（令和６年１月奈良県靴下製造業家内労働実態調査報告書より） 


